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（別紙１） 

平成２１年１２月１５日  

 

 総 務 大 臣 

  原 口 一 博 

   

 

                             情報通信行政・郵政行政審議会 

                                 会 長   高 橋  温 

 

 

答 申 書 

 

 

 平成２１年１０月２７日付け諮問第３０１４号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適当

と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 



２ 

 

電気通信事業法施行規則等の一部改正に対する意見及びその考え方 

 

１．ＦＴＴＨサービスの屋内配線（電気通信事業法施行規則改正及び指定告示改正関係） 

意   見 考  え  方 

 意見１ 他事業者設置の屋内配線の転用が、自らの屋内配線の転用を認めている事業者に限っ

て認められたことに賛同。 

考え方１ 

○ 指定設備の定義の改正（改正施行規則第２３条の４第２項第３号）において、接続を円滑に行う

ために必要な事項に係る屋内配線の規定は、マンション向けが対象であることを明確化されるこ

とにより、他事業者設置の屋内配線の転用が、自らの屋内配線の転用を認めている事業者に限

って認められたことは、公正競争の観点から改正することに賛同します。 

（テレサ協） 

 

○ 今回、平成１３年総務省告示第２４３号（以下「指定告示」といいます。）の一部改正を行い、戸建

て向け屋内配線を第一種指定電気通信設備として追加指定することは適当であると考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

－ 

 意見２ 集合住宅であっても、戸建て向けと同様の敷設形態をとる屋内配線については、戸建て向

け屋内配線と同等に、第一種指定電気通信設備として扱われ、接続約款において具体的内容

が定められるものと理解。 

考え方２ 

○ なお、建築物の形状がアパート・マンション等の集合住宅であっても、戸建て向けと同様の敷設

形態をとる屋内配線（ＮＴＴ東・西の局舎からマンション共用部までの回線敷設と、マンション向け

屋内配線の敷設を別々に行うものではないもの）については、「電気通信市場の環境変化に対応

した接続ルールの在り方について（平成２１年１０月１６日答申）」での考え方に則り、戸建て向け

屋内配線と同等に、第一種指定電気通信設備として扱われるものと理解しております。したがっ

てこの場合、建築物の形状がアパート・マンション等の集合住宅であっても、接続約款において利

用料・具体的な転用手続や条件等の具体的内容が定められるものと考えております。 

（ＫＤＤＩ） 

○ 主として一戸建ての建物に設置される形態により設置

する屋内配線については、今回第一種指定電気通信設

備の指定対象に追加されることとなるところ、例えば集

合住宅であっても一戸建ての建物と同様に低層階に引

き通し形態により設置する屋内配線については第一種

指定電気通信設備の指定対象となる。したがって、ＮＴＴ

東西においては、このような屋内配線も含め、接続約款

で定めることが適当である。 

意見３ マンション向け屋内配線についても第一種指定電気通信設備として指定すべき。 考え方３ 

○ また、今回の指定告示の一部改正（案）では、マンション向け屋内配線（ＮＴＴ東・西の局舎からマ

ンション共用部までの回線敷設と、マンション向け屋内配線の敷設を別々に行うもの）は、第一種

指定電気通信設備として整理されない内容となっております。 

行政における公正競争環境確保のための取組みは、市場が発展段階にある時期にタイミング

よく行われることが重要であるため、速やかにこれを見直し、戸建て向けと同様、マンション向け屋

○ ご指摘の点については、情報通信審議会答申「電気通信

市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」

（平成２１年１０月１６日情通審第６９号。以下「答申」とい

う。）に示されたとおり、「マンション向け屋内配線の扱いに

ついては、事業者設置や事業者外設置の屋内配線が混在

別添 



３ 

 

内配線についても第一種指定電気通信設備として追加指定することが必要であると考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

する中で、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨのシェアとマンション向け屋内

配線のシェアは、連動しない面がある。ＮＴＴ東西の局舎か

らマンション共用部までの回線敷設と、マンション向け屋内

配線の敷設は別々に行うことが一般的であることから、戸建

て向けの場合と異なり、ＮＴＴ東西と接続事業者の間の工事

回数の同等性確保を考慮する必要はないと考えられる。上

記を踏まえ、ＦＴＴＨのマンション向け屋内配線は、戸建ての

場合と異なり、一種指定設備に該当すると整理する必要は

ない。」とされているところである。 

 意見４ 屋内配線にはボトルネック性はなく、戸建て・マンション向けを問わず、第一種指定電気通

信設備の対象に追加すべきではない。 

 考え方４ 

○ 当社としては、屋内配線にはボトルネック性はなく、戸建て・マンション向けを問わず、第一種指

定電気通信設備に該当しないと考えます。 

仮に、今回当社の戸建て向けＦＴＴＨサービスの屋内配線を第一種指定電気通信設備として、

具体的な接続条件を設定する場合には、 

① 屋内配線はお客様宅内にあり、お客様の支配下にあることから、屋内配線の撤去等お客様の

意向に従わざるを得ないということ 

② 屋内配線の転用については、提供形態や設置主体が様々であり、事業者によって仕様や工

法も異なっていることから、接続ルールとして全事業者を対象にした統一的・画一的なルールの

整備は困難であること 

③ 現に、屋内配線の転用をご要望されているのはＫＤＤＩ殿以外にいないことから、一般的なルー

ルを整備するのではなく、実際に転用を要望されているＫＤＤＩ殿との間で、お客様の意向を踏ま

えながら、柔軟かつ具体的な実現方法等を個別に調整することが現実的であること 

という点に留意することが必要であると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

○ 以下の観点から、屋内配線にはボトルネック性がないため、戸建て・マンション向けを問わず、屋

内配線を第一種指定電気通信設備に位置付けて、規制を強化することは不適切であることから、

当社の戸建て向けＦＴＴＨサービスの屋内配線設備を第一種指定電気通信設備の対象に追加す

る指定告示改正を行う必要はないと考えます。 

① 屋内配線は、お客様のご了承を頂くことにより、お客様の宅内に誰もが自由に設置できる設備

であり、その設置主体も、お客様ご自身やビル・マンションオーナー、通信事業者、放送事業者

（ＣＡＴＶ事業者）等、様々であること。 

○ 答申に示されたとおり、屋内配線はＮＴＴ東西が自ら設置

するため、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨシェア（約７４％）と戸建て向

け屋内配線のシェアは基本的に同水準になると考えられ、

サービスを事業者が提供しそれを利用者が享受する上で、

その利用が事業者・利用者双方にとって不可欠となる設備

であること等から、NＴＴ東西の設置する戸建て向け屋内配

線を第一種指定電気通信設備に指定することとする本省

令案等は適当である。 

なお、現行の一種指定設備を定める指定告示において

もその旨の規定整備をすることが適当と考えられるが、具

体的な接続条件の設定に当たっては、屋内配線が利用者

宅内に設置されている点等に留意することが必要である。 

マンション向け屋内配線の扱いについては、考え方３に

同じ。 

 



４ 

 

② 現に当社のダークファイバ等と接続する事業者は、多くの場合、自ら行う必要があるＯＮＵの

設置・設定と同時に屋内配線を自ら設置されており、更に、電力系事業者やＣＡＴＶ事業者も相

当数のお客様に対し、屋内配線を設置し提供されている等、各事業者が自らの判断に基づき屋

内配線を自由に設置していること。 

③ 屋内配線の維持運用にあたっては、基本的にお客様のご意向に従って対応する必要があり、

撤去や移設等の要請があれば、それに応じる必要があること。 

（ＮＴＴ西日本） 

 意見５ 屋内配線の転用は、ＮＴＴ東西と設備の仕様等を同等とした上で、相互に行うべき。  考え方５ 

○ また、「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」答申（平成２１年１０

月１６日：以下、答申）にもあるように、相互に屋内配線を転用できることが重要であり、そのため

には、転用を要望されるＫＤＤＩ殿においても、当社の屋内配線と同等の仕様・施工レベルでの屋

内配線の敷設や、光コンセント化を推進していただくとともに、その転用手続きや料金等の提供条

件についても当社と同等としていただくことにより、当社の屋内配線だけが一方的に転用されるの

ではなく、実質的に相互に利用できるようにしていただく必要があると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

○ 答申に示されたとおり、転用に当たっては、利用者宅外

壁へのキャビネットボックスの設置・汎用化、利用者宅内へ

の光コンセントの設置・汎用化、権利の帰属関係など関係

者間等で速やかに協議し内容を整理した上で、転用ルー

ルの整備に活用することが適当である。この際、御意見に

もあるとおり、ＮＴＴ東西の屋内配線の転用は、自らの屋内

配線の転用を認めている事業者に限って認めるといった考

え方を採用することが適当である。 

 

２．ドライカッパのサブアンバンドル（電気通信事業法施行規則改正及び接続料規則改正関係） 

 意見６ 事業者要望に基づくアンバンドルの方向性が、今後も拡大されていくことが望ましい。  考え方６ 

○ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、接続事業者の要望があり、技術的に

可能な場合は、指定電気通信設備をアンバンドルして提供しなければならないのが基本的な考え

方であり、且つ、不当な提供条件の設定を防止し、料金その他の提供条件の適正性を確保する必

要があるとされております。よって、今回のような、事業者要望に基づくアンバンドルの方向性が、

今後も拡大されていくことが望ましいと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

－ 

 意見７ ドライカッパについて下部区間だけをアンバンドルすることは適当でない。  考え方７ 

○ ＦＴＴＲサービスで用いるドライカッパを効率的に保守・運用するためには、常時上部区間を維持

しておく必要があり、上部区間を使用していることから、下部区間だけをアンバンドルすることは適

当でないと考えます。 

仮に、今回の省令改正によりアンバンドルする場合でも、ＦＴＴＲ施設数は平成２１年２月以降減

少傾向にあり、現にＦＴＴＲでの接続を実施している事業者からは、ＦＴＴＲでの接続形態は今年度

中に廃止される意向であることから、他事業者の実需がなくなった場合には、速やかに省令改正

○ 答申に示されたとおり、アンバンドルを実施する上での基

本的な考え方は、一種指定事業者に過度の経済的負担を

与えることとならないように留意しつつ、他事業者の要望が

あり、技術的に可能な場合は、アンバンドルして提供しなけ

ればならないとされているところ、ドライカッパのサブアンバ

ンドルについては技術的な課題は存在していない。 



５ 

 

を実施し、本機能をアンバンドル対象から除外していただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

○ 以下の観点から、ＦＴＴＲサービスで用いるドライカッパについては、現に設定されている端末回

線伝送機能の接続料を適用すべきであり、新たな接続料を設定するよう求める接続料規則の改

正を行う必要はないと考えます。 

① ＦＴＴＲで用いるドライカッパの下部区間（き線点～お客様宅）を効率的に保守・運用するために

は、それに対応する上部区間（局舎～き線点）を常時維持・管理しておく必要があること、また、

下部区間の接続料には上部区間に係るコストは含まれていないことから、ＦＴＴＲ事業者には、

下部区間の故障対応に係る上部区間の一時的利用に必要なコストに限らず、上部区間の全て

のコストを負担して頂く必要があること。 

② 仮に、上部区間を使用しているにもかかわらず、下部区間の故障対応に係る上部区間の一時

的利用に必要なコストのみを負担するとした場合、本来ＦＴＴＲ事業者が負担すべき当該コスト

以外の上部区間のコストを、他のドライカッパ接続料等で負担することとなり、適正なコスト負担

に反すると共に、ＦＴＴＲと他のドライカッパとの間で、同じ設備を用いながら接続料に格差がつく

こととなり、競争中立性を欠くことになること。 

③ また、ＦＴＴＲについて、実際にかかったコストを下回る接続料金を政策的に設定することは、

他のブロードバンドサービスとの競争中立性を欠くことになるほか、自ら設備を構築しブロードバ

ンドサービスを展開している事業者の投資意欲を削ぐことで、我が国におけるブロードバンドサ

ービスの発展・普及に支障を及ぼしかねないこと。 

仮に、今回の接続料規則の改正により新たな接続料を設定したとしても、今後、他事業者の実

需がなくなった場合には、速やかに接続料規則を改正し、当該接続料を接続料の設定対象から除

外して頂く必要があると考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

また、上部区間が他に転用できなくなる点は、当該区間

のコストが、未利用芯線のコストとして、ドライカッパ接続料

の原価に算入されることとなる点をどのように考えるかが

問題となるが、この点については、①未利用のメタル回線

を利用する場合は、下部区間のコストだけでも、ＦＴＴＲの

接続料原価に算入されることになり、②また、現在利用中

のメタル回線を巻き取って提供される場合は、ドライカッパ

の割り勘要員を減少させる面がある一方、上部・下部区間

ともに未利用芯線コストになる可能性のある芯線につい

て、下部区間だけでも継続して利用されることになることか

ら、接続料の上昇を抑制する効果が期待可能である。 

以上を踏まえると、ＦＴＴＲ提供コストの負担減に資するド

ライカッパのサブアンバンドルを行うことが適当であること

から、ＦＴＴＲに係る機能をアンバンドルするとともにＦＴＴＲ

に係る標準的接続箇所を追加する本省令案等は適当であ

る。 

 

 

３．ＷＤＭ（波長分割多重）装置が設置されている中継ダークファイバのアンバンドル（接続料規則改正関係） 

 意見８ 貸出しルールの対象は中継ダークファイバの空きが無い区間のＷＤＭ装置に限定すること

が適当。ＷＤＭ接続料の算定については、個々の区間ごとに設定し、未利用波長について「当該

区間の『総利用波長数』に占める利用波長数の割合」を採用することが適当。 

 考え方８ 

○ 中継ダークファイバの空きがある区間については、他事業者は当該空き芯線を利用し自らＷＤ

Ｍ装置を設置することが可能であることから、貸出しルールの対象は中継ダークファイバの空きが

無い区間のＷＤＭ装置に限定することが適当であると考えます。 

なお、ＷＤＭ接続料の算定については、答申に記載のとおり、適正なコスト負担の観点から、当

○ 答申に示されたとおり、WDM 装置の既設区間における空

き波長の貸出は、既存利用者の収容替え等の問題が生じ

ることもなく、以下のようなメリットがあることにかんがみれ

ば、総務省においては、ＷＤＭ装置の設置区間における中



６ 

 

面は、個々の区間ごとに設定することとし、未利用波長について接続事業者が応分の負担をする

こととなる「当該区間の『総利用波長数』に占める利用波長数の割合」を採用することが適当であ

ると考えます。 

その際、当該インターフェースパッケージ部分については、接続事業者の要望に応じて当社が

新たに設置し、当該事業者が占有するものであるため、その投資リスクを適正に負っていただく観

点から、その費用については当該事業者に個別負担していただく必要があると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

○ 【ＷＤＭ装置の貸出しルールについて】 

ＷＤＭ装置については、誰でも容易に調達可能であり、現に多くの事業者が、当社のダークファ

イバと組み合わせて、自ら設置している等、当社のＷＤＭ装置にボトルネック性はないため、第一

種指定電気通信設備の対象から除外して頂きたいと考えていること、また、接続事業者が当社の

ＷＤＭ装置を利用する場合、当社はインターフェースパッケージを新たに設置する必要があり、既

存設備の貸出しを前提とした現行の接続ルールの範囲を超えることになるため、新たにＷＤＭ装

置の貸出しルールを整備する必要はないことから、特別光信号中継伝送機能の接続料を設定す

るよう求める接続料規則の改正、及びＷＤＭ装置の設置有無を開示するよう求める情報開示告

示の改正を行う必要はないと考えます。 

仮に、当社が設置するＷＤＭ装置を第一種指定電気通信設備の対象とし、接続料規則及び情

報開示告示を改正して貸出しルールを整備する場合であっても、中継ダークファイバに空きがあ

る区間においては、接続事業者がＷＤＭ装置を自ら設置できることを踏まえ、コロケーションリソー

スが枯渇しているビルに設置されたＤＳＬＡＭ装置と同様、指定告示を改正し、中継ダークファイバ

の空きがない区間に設置されたＷＤＭ装置に指定対象を限定することで、当該装置の貸出し対象

を限定する必要があると考えます。 

 

○ 【ＷＤＭ装置の接続料算定について】 

答申に記載のとおり、適正なコスト負担の観点から、ＷＤＭ装置の接続料は、当面は、個々の

区間ごとに設定することとし、未利用波長についても接続事業者が応分の負担をするよう、１波長

あたりの接続料は、ＷＤＭ装置（接続事業者が占有するインターフェースパッケージ部分を除く）や

利用する光ファイバに係るコストをそれぞれ利用波長数で按分して算定することが適当であると考

えます。 

その際、ＷＤＭ装置のインターフェースパッケージ部分については、接続事業者の要望に応じ

て当社が新たに設置し、当該事業者が占有するものであるため、その投資リスクを適正に負って

頂く観点から、その費用については当該事業者に個別負担して頂く必要があると考えます。 

継ダークファイバの空き波長をアンバンドルして、接続料や

接続条件などの貸出ルールの整備を行うことが適当であ

る。 

① 空き波長の貸出ルールの整備を求める事業者が現に

存在することから、当該事業者による円滑なネットワーク

構築が実現し、競争促進に資すること 

② 空き波長を利用する事業者は、その分、ＷＤＭ装置の

コストを負担することになるため、ＷＤＭ装置のコストを

原価とする接続料（専用線等）の低減効果を期待するこ

とも可能であること 

なお、WDM 装置が利用されることにより、中継ダークフ

ァイバの消費も抑えられる効果も期待可能である。このた

め、中継ダークファイバの空きがない区間が接続事業者の

円滑なネットワーク構築に影響を及ぼしている点を踏まえ

ると、中継ダークファイバの空きのある区間に設置された

WDM 装置についても、貸出しルールの対象とすることが適

当である。 

以上により、ＷＤＭ装置の設置区間における中継ダーク

ファイバの空き波長をアンバンドルする本省令案等は適当

である。 

 



７ 

 

（ＮＴＴ西日本） 

 

４．中継ダークファイバに係る異経路情報の確認調査について「接続を円滑に行うために必要な事項」に追加（施行規則改正関係） 

 意見９ 異経路構成の確認調査について、「接続を円滑に行うために必要な事項」として追加され

たことは適当。 

 考え方９ 

○ 異経路構成の確認調査に係る手続・費用等を NTT 東西接続約款に規定することを担保するた

め、第一種指定設備との接続を円滑に行うために必要な事項として、電気通信事業法施行規則

第二十三条の四第２項一イ（１）に規定が追加されたことは適当と考えます。今後、円滑な接続を

実施していくためには、NTT 東西接続約款等の変更申請の前に、接続事業者への事前説明及び

接続事業者からの要望等を踏まえた調整を実施されることが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

－ 

 意見１０ 異経路構成の確認調査について、改めて接続約款に定めるよう求める電気通信事業法

施行規則の改正を行う必要はない。 

 考え方１０ 

○ 当社は、現にご利用頂いている中継ダークファイバの異経路構成の確認要望について、要望事

業者に調査に係る実費をご負担頂くことを前提として、具体的な調査要望（数千区間に亘る中継

ダークファイバが同一ケーブルに収容されているか否かの調査、及び別のケーブルに収容されて

いるものの同一の管路・とう道を経由しているか否かの調査等）にお応えし、これまでに２件の実

績があったところですが、今後もこれまでと同様に対応していく考えです。 

また、当社は支障移転工事を実施する際には、接続事業者に対し、支障移転対象回線を特定

して、事前に支障移転工事を実施する旨、通知しているため、接続事業者は、当該通知情報と過

去に異経路構成を確認した回線の情報を自ら照合することによって、支障移転の対象となる回線

が過去に異経路構成を確認した回線であるか否かを確認することが可能です。 

以上を踏まえ、異経路構成の確認調査や、支障移転等が生じた時点で、過去に異経路構成の

確認を行った事業者に対して、その旨を通知する取扱いを行うことについて、改めて接続約款に

定めるよう求める電気通信事業法施行規則の改正を行う必要はないと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

○ 答申に示されたとおり、経路情報の事前開示について

は、現在、ＮＴＴ東西が行っている個別の異経路構成の確

認調査は任意に行われているものであり、その手続・費用

等が定められていないため、これらを接続約款に記載する

ことにより、利用の適正性・透明性向上を図ることが適当で

あることから、接続約款の記載を担保するため、光信号用

の中継系伝送路設備に係る異経路構成の確認調査につ

いて、第一種指定電気通信設備との「接続を円滑に行うた

めに必要な事項」として追加する本省令案等は適当であ

る。 

 

 


